
（裏面に続く） 

 資料２ （福井市地域農業再生協議会）                   Ｒ８事業版 

 

 

 

 

1. 昨年度（Ｒ７）からの主な変更点（新規需要米） 

（1）  多収品種加算の新設 

「多収品種の導入」を含む４つの取組を実施する農業者に対し、5,000 円/10a を支援。 

【多収品種に該当する品種】 

  

 

 

 

（2）  米粉用米の対象品種の拡大 

（Ｒ７）パン・麺専用品種に限る ⇒ （Ｒ８）個々の品種を問わない  

 

（3）  取組メニューに「高温耐性品種」や「米粉用米パン・麺専用品種」の作付けを

追加 

【高温耐性品種に該当する品種】 

 

 

【米粉用米 パン・麺専用品種に該当する品種】 

  

 

 

 

2. 低コスト生産等の取組メニューについて 

（1）取組メニューの内容について 

品目ごとに、３つ以上の取組メニューを実施することが必要です。 

ただし、多収品種加算を申請する場合には「多収品種の導入」を含めて合計４つの取組を

行う必要があります。 

（令和８年１月７日以降の取組が対象となります。） 

（以下に、本県で取り組みやすいメニューを記載しております。 

これによりがたい場合は、個別にご相談ください。） 

品目 取組メニューの例 

新市場開拓用米 取組メニューは共通です。 

・作期分散（複数品種の作付け） 

・効率的な施肥（肥効調節型肥料による側条施肥等） 

・効率的な農薬処理（田植え同時処理等） 

加工用米 

米粉用米 
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あきさかり、シャインパール、ＩＣＳ６号、ハイブリッドとうごう３号、 

つきあかり、ハナエチゼン 

ハナエチゼン、シャインパール、あきさかり 

北瑞穂、ふくのこ、ミズホチカラ、笑みたわわ、亜細亜
あ じ あ

のかおり、ほしのこ、 

こなだもん、越のかおり、あみちゃんまい、はなといろ、亜細亜のつき、奥羽４５２号 

 



（2）取組の実施確認について 

令和７年度より、会計検査院の指摘を受け、取組の確認方法が厳格化されています。 

・作業日誌に加えて、作業に用いた資材の購入伝票の確認が必要となります。 

・作業日誌に、取組を実施した日付、ほ場（地名地番）、取組面積、取組内容、取組に用

いた資材名、使用量等を記載しておくようにしてください。 

 

 

3. スケジュール 

 

 

 

 

＜採択された場合（令和８年５月下旬頃 事業採択結果を通知予定）＞ 

時期 実施していただくこと 

～令和８年６月３０日 実需者等との契約を締結 

（品目、数量、生産年が盛り込まれている書面契約） 

～令和９年２月上旬 実需者等との契約書の写し、取組メニュー実施の証拠書

類（作業日誌等）を提出 

～令和９年３月末 国から交付金の支払い 

※本事業は、地域農業再生協議会単位で取組面積等に基づいてポイント付けを行い、全国で

ポイントが高い順に採択されます。そのため、申請された場合であっても採択されるとは

限りません。 

  

令和８年３月６日（金）までに 
福井市地域農業再生協議会に「取組計画書」を提出 
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※交付要件の詳細は資料１の６ページを参照ください。 

 

4. 低コスト生産等の取組メニューについて 

（1）取組メニューの内容について 

品目ごとに、３つ以上の取組メニューを実施することが必要です。 

（令和８年１月７日以降の取組が対象となります。） 

（以下に、本県で取り組みやすいメニューを記載しております。 

これによりがたい場合は、個別にご相談ください。） 

品目 取組メニューの例 

新市場開拓用米 
取組メニューは共通です。 

・作期分散（複数品種の作付け） 

・効率的な施肥（肥効調節型肥料による側条施肥等） 

・効率的な農薬処理（田植え同時処理等） 
酒造好適米 

 

（2）取組の実施確認について 

令和７年度より、会計検査院の指摘を受け、取組の確認方法が厳格化されています。 

・作業日誌に加えて、作業に用いた資材の購入伝票の確認が必要となります。 

・作業日誌に、取組を実施した日付、ほ場（地名地番）、取組面積、取組内容、取組に用

いた資材名、使用量等を記載しておくようにしてください。 

 

5. スケジュール 

 

 

 

 

＜採択された場合（令和８年５月下旬頃 事業採択結果を通知予定）＞ 

時期 実施していただくこと 

～令和８年６月３０日 実需者等との契約を締結 

（品目、数量、生産年が盛り込まれている書面契約） 

～令和９年２月上旬 実需者等との契約書の写し、取組メニュー実施の証拠書

類（作業日誌等）を提出 

～令和９年３月末 国から交付金の支払い 

※本事業は、地域農業再生協議会単位で取組面積等に基づいてポイント付けを行い、全国で

ポイントが高い順に採択されます。そのため、申請された場合であっても採択されるとは

限りません。 
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令和８年３月６日（金）までに 
福井市地域農業再生協議会に「取組計画書」を提出 


